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（午前１０時００分 再開） 

 

○坂倉広子委員長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから、議会運営委員会を再開いたします。 

  早速ですが、令和３年３月１日の会議に提出されます議案の概要について、総務課長の説明を求めます。 

  総務課長。 

○中村総務課長 おはようございます。総務課、中村です。よろしくお願いいたします。 

  それでは、令和３年３月１日会議に提出いたします議案について説明させていただきます。 

  それでは、提出議案一覧表をご覧ください。 

  今回提出いたします議案は、議案第６５号から議案第７１号までが令和３年度一般会計及び特別会計、企業

会計予算議案７件、議案第７２号から議案第８２号までが条例議案１１件、議案第８３号がその他議案１件の

１９件を提出いたします。 

  次のページをお願いいたします。 

  また、追加議案としまして、３月１０日に人事案件２件、諮問３件、３月２６日は令和２年度一般会計及び

特別会計補正予算の予算議案５件を予定しており、３月３１日には条例議案２件を予定しております。 

  議案第６５号から議案第７１号、令和３年度当初予算の概要について説明をさせていただきます。 

  当初予算の説明資料のほうをご覧ください。冊子のほうでございます。 

  まず、１ページをお願いします。 

  当初予算の規模ですが、令和３年度予算の規模は、一般会計、特別会計及び企業会計で総額１９８億

４,８９６万円となり、前年度と比べ１８億１,２５１万円の減となっております。 

  令和３年度は、市長の任期満了による市長選挙が行われることから骨格予算として編成し、一般会計では前

年度より１１億３,６００万円減の１１２億９,０００万円となっております。また、通年予算とした特別会計

では、前年度より１億２,０８０万円減の総額６９億３,１００万円となり、企業会計では、前年度より５億

５,５７１万円減の１６億２,７９６万円となっております。 

  ２ページ目をお願いします。 

  骨格予算編成の考え方について説明させていただきます。 

  令和３年度は、市長の任期満了による市長選挙が令和３年４月に行われるため、一般会計においては骨格予

算を編成しました。 

  原則として、新規の施策等を見送り、政策的な経費を極力抑え、義務的経費、既存施設の維持管理費、債務

負担行為を設定している事業や継続事業のほか、市民サービスの維持向上に必要な経費及び年度当初より事務

執行が必要な経費を計上しました。 

  なお、市長選挙後、政策的な経費など骨格予算に計上されなかった経費を追加計上し、６月補正予算におい

て通年予算を編成することとします。 

  歳出予算に計上した主なもの、年間見込み額を計上した歳入予算については、記載のとおりでございます。 

  続きまして、主務課別主要事業のうちの新規事業について、事業名、予算額を説明させていただきます。 
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  飛びますけれども、３９ページをお願いします。 

  ３９ページ、総務課ですが、人吉市職員派遣事業７８万３,０００円を計上しております。豪雨により被災

した熊本県人吉市に職員を派遣する経費でございます。 

  続いて、５６ページをお願いします。 

  選挙管理委員会ですが、衆議院議員選挙費１,７７０万円を計上しております。令和３年１０月２１日任期

満了の衆議院議員選挙費用でございます。 

  続いて、９６ページをお願いします。 

  ９６ページ、農水商工課ですが、林業一般管理経費６３０万７,０００円を計上しております。森林経営管

理法施行に伴う森林経営計画作成費用を計上しております。 

  続いて、拡充・継続事業のうち、予算規模の大きいものについて説明をさせていただきます。 

  戻りますけれども、３１ページをお願いします。 

  ３１ページ、企画財政課ですが、ふるさと納税推進事業として４億４１０万３,０００円を計上しておりま

す。令和２年度に寄附額が大きく上回ったことから、寄附総額を７億円と見込み、かかる経費を増額しており

ます。 

  続いて、３３ページをお願いします。 

  積立金としまして、ふるさと納税の増額を見込み、７億円を計上しております。 

  続いて、４５ページをお願いします。 

  ４５ページの下段です。総務課ですが、防災情報提供推進事業として、令和２年度に引き続き同報系防災行

政無線デジタル化工事等４億７００万６,０００円を計上しております。 

  続いて、５５ページをお願いします。５５ページです。 

  選挙管理委員会ですが、鳥羽市長選挙費として１,５２０万円を計上しております。 

  続いて、６９ページをお願いします。 

  ６９ページ、健康福祉課ですが、へき地診療所運営事業として、スマートアイランド推進実証調査による遠

隔医療支援システムを市単独事業で進めるための経費２億９,２７０万円を計上しております。 

  次に、１４９ページをお願いします。 

  １４９ページ、生涯学習課ですが、国民体育大会事業として４,２３１万４,０００円を計上しております。 

  以上、当初予算の概要とさせていただきます。 

  続きまして、先ほどの議案一覧表に戻っていただきまして、３ページ以降に提出議案概要を掲載しておりま

すので、そちらをご覧ください。 

  議案第７２号、職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について、総務課です。 

  新たに職員となった者が職務を行うために署名する宣誓書について、押印欄を削除します。 

  次に、議案第７３号、委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、教育委員会学

校教育課です。 

  学校医の健診日等の増加に鑑み、所要の改正を行うものです。 

  主な内容は、学校医の報酬額「１人につき２６０」円を、「１人につき４００円」に改正します。 
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  次に、議案第７４号、鳥羽市職員給与条例の一部改正について、総務課です。 

  級別職務分類表における基準となるべき標準的な職務の内容を整理するため、所要の改正を行います。 

  主な内容は、職務分類表に消防職員の職務を追加、５級に加え６級にも副参事を位置づけ、保育所長及び主

任保育士等について、３級、４級に整理して位置づけます。 

  次のページをお願いします。 

  議案第７５号、鳥羽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について、総務課です。 

  令和２年１０月の人事院勧告を受けた鳥羽市職員給与条例の一部改正に伴い、会計年度任用職員に係る期末

手当に関する経過措置について、所要の改正を行います。 

  主な内容は、期末手当の支給割合について、読み替える前の支給率を整理するものです。 

  次に、議案第７６号、鳥羽市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について、税務課です。 

  市民等の利便向上及び行政手続の簡素化を図るため、所要の改正を行います。 

  主な内容は、審査申出書等における手続において、押印を廃止します。 

  次に、議案第７７号、鳥羽市国民健康保険税条例の一部改正について、市民課です。 

  地方税法等の一部改正による個人所得課税の見直しに伴い、意図しない影響や不利益が生じないよう、軽減

判定所得基準及び公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例について、所要の改正を行います。 

  主な内容としては、①としまして軽減判定所得の見直し。７割軽減基準額の３３万円を４３万円プラス

１０万円掛ける給与所得者等の数引く１、それから、５割、２割につきましても同様に、基本となる３３万円

が４３万円となり、給与所得者等の数が２以上で１人当たり１０万円を加算するものです。 

  ②としまして、公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例の見直しで、６５歳以上の者の公

的年金等に係る収入金額について、「１１０万円」とあるのを「１２５万円」と読み替えます。 

  本条例の規定は、令和３年度以後の年度分の保険税について適用します。 

  次のページをお願いいたします。 

  議案第７８号、鳥羽市国民健康保険条例の一部改正について、市民課です。 

  新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部改正に伴い、同法を引用する規定を整理するため、所要の改

正を行います。 

  議案第７９号、鳥羽市介護保険条例の一部改正について、健康福祉課です。 

  第８期介護保険事業計画の策定に伴う介護保険料の改定等について、所要の改正を行います。 

  内容は、①としまして、介護保険料の改定です。第８期、第７期と表がありますけれども、第７期のほうの

網がかかっているところですね。第１段階、年額４万１,７００円から、第８期のほうの第１段階、年額を見

ていただきますと３万６,５５８円と。以降、第１３段階まで同様に改正がされます。 

  ②としまして、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部改正に伴い、同法を引用する規定の整理を行

うもので、鳥羽市介護保険条例第２条の規定は、令和３年度以降の保険料について適用します。 

  次のページをお願いいたします。 

  議案第８０号、鳥羽市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正に

ついて、健康福祉課です。 



－5－ 

  指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運

営に関する基準等の一部を改正する省令の一部改正に伴い、居宅介護支援事業所における管理者要件に係る経

過措置期間の延長等について、所要の改正を行うものです。 

  内容は、居宅介護支援事業所における管理者要件について、事業所の人材確保に関する状況等を考慮し、令

和３年３月３１日までとしていた経過措置期間を令和９年３月３１日まで延長し、主任介護支援専門員を除く

介護支援専門員を管理者として取り扱うことを可能とするものです。 

  続いて、議案第８１号、鳥羽市漁港管理条例の一部改正について、農水商工課です。 

  漁港漁場整備法第34条第４項で規定する模範漁港管理規程例の一部改正を踏まえ、漁港の有効活用を推進す

るため、所要の改正を行うものです。 

  内容は、漁港施設の占用期間の上限について、一月以内（工作物の設置を目的とする占用にあっては３年以

内）から１０年以内へと延長をします。 

  続いて、議案第８２号、鳥羽市学校職員住宅管理条例の一部改正について、教育委員会総務課です。 

  神島小中学校の教職員の確保を図り、もって教育環境を維持するほか、利用者の利便向上及び行政手続の簡

素化を図るため、所要の改正を行うものです。 

  内容は、①としまして、学校職員住宅使用料を改定する。記載のとおり、それぞれ減額します。 

  ②としまして、学校職員住宅入居申込書について、保証人欄及び押印欄を削除します。 

  最後に、議案第８３号、鳥羽市過疎地域自立促進計画の変更について、企画財政課です。 

  鳥羽市過疎地域自立促進計画に各事業を追加するため、過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項の規定に

おいて準用する同条第１項の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。 

  以上で提出議案についての説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○坂倉広子委員長 総務課長の説明は終わりました。 

  次に、会議日程及び議案の取扱いについて、事務局長に説明をさせます。 

  事務局長。 

○清水事務局長 本会議の日程等についてご説明いたします。 

  ３月１日の会議に上程される議案につきましては、先ほど総務課長から説明のありましたとおり、議案

１９件でございます。 

  一般質問につきましては、５名の議員から通告がございました。 

  それでは、お手元の会議日程案をご覧ください。 

  ３月１日に会議を再開し、諸報告、会議録署名議員の指名後、議案第６５号から議案第８３号までを一括上

程し、提案者の趣旨説明を行います。 

  ３月１日の本会議終了後は、３月１０日上程予定の人事案件の全員協議会を開催する予定でございます。 

  ３月２日から３月４日までの３日間は、議案精読並びに内容調査のため休会となります。 

  次に、一般質問でございますが、５名の議員から通告を受けておりますので、３月５日の１日となります。 

  質疑は１０日で、終了後は所管の常任委員会へ付託いたします。また、質疑後は、人事案件として議案第

８４号、監査委員の選任についてと、議案第８５号、固定資産評価審査委員会委員の選任についての２議案と、
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諮問第１号から第３号までの人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての上程があり、提案者の趣

旨説明の後、表決し、散会となります。 

  なお、この人事案件につきましては、委員会付託を省略し質疑を行うが、討論は行わないと申合せがありま

すので、このように取扱いをさせていただきます。 

  １１日は総務民生常任委員会、１２日は文教産業常任委員会をそれぞれ１０時から開催いたします。 

  また、予算決算常任委員会でございますが、１５日から１８日までの４日間は９時から当初予算審議を行い

ます。 

  次に、補正予算審査日ですが、例年ですと１９日になりますが、１９日が市内小学校卒業式であるため、そ

して、２６日に補正予算議案が上程される予定でありますので、休会とさせていただきます。 

  今回の補正につきましては、国の臨時交付金の精算等の関係なので、本年度は２６日に上程させていただき、

審査をお願いしたいというものであります。 

  １９日から２５日までの７日間は、休会となります。 

  ３月２６日は、本会議を再開し、常任委員長報告、報告に対する質疑・討論、表決を行います。その後、補

正予算議案の５議案を上程し、予算決算常任委員会に付託し、委員長報告、報告に対する質疑・討論を経て、

即日表決して散会となります。散会後は、３月３１日の本会議についての議会運営委員会を開催する予定でご

ざいます。 

  なお、２６日及び３１日の追加議案につきましては、この後の追加議案説明で改めてご説明させていただき

ます。 

  以上、ご審査のほどよろしくお願いいたします。 

○坂倉広子委員長 事務局長の説明は終わりました。 

  会議日程及び議案の取扱いについて、ご質問、ご意見はございませんか。 

  戸上委員。 

○戸上 健委員 １点お伺いします。 

  ２６日の提出議案のうち一般会計補正予算（第１５号）ですけれども、この議案書というのはいつ執行部か

ら我々に届きますでしょうか。 

○坂倉広子委員長 事務局長。 

○清水事務局長 企画財政課長のお話ですと、１８日もしくは１９日に議員の皆さんにお配りしたいということ

で、私のほうに話がございました。 

○坂倉広子委員長 浜口委員。 

○浜口一利委員 戸上委員の今の質問なんですけれども、昨日かな、この２６日の補正の議案書については、で

きるだけ早く資料を出すようにということは申し入れてきました。ただ、調整の部分ということですもので、

新しい、新規の事業が出ていないということだったんですけれども、できるだけ早く出していただくように私

のほうから申入れをいたしました。 

○坂倉広子委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 予算決算常任委員長の対応で、これはありがたいというふうに思います。思いますけれども、
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この補正の第１５号は、先ほど局長の説明があったように、国の第３次の臨時交付金の審議が中心です。今回

の予算決算常任委員会は骨格の審議やもんで、そんなに時間かかるということではないというふうに僕は思う

んです。僕も調べとって、そんなに質問が多いことではありません。 

  やっぱり集中すべきは、国の臨時交付金をいかに使うかということになるというふうに思うんです。本来で

あれば、２月１０日が国の申請締切り日ですわね。遅なっても１５日ということになっております。であれば、

もう既に執行部のほうでは事業の内容と予算額についてはもう確定済みであって、議会には２６日を待たずに、

この常任委員会の直後に補正審議の予算決算常任委員会に僕は出せるというふうに思うんやけれども、何でこ

んなに出せないのかということが若干疑問なんです。その点、いかがでしょうか。 

○坂倉広子委員長 総務課長。 

○中村総務課長 企画財政課長から聞いているところで、１点理由としまして、今回取り組めなかった事業とい

うのが幾つかあると思います。そういった事業の繰越し対応も必要になってくるということで、今、その辺も

国との調整中というところがあります。 

  そういったことも含めてこのタイミングということになるんですけれども、予算委員長言っていただいたと

おり、極力早くということを伝えていただいておるということですので、今言われた予定よりも早まるように

私のほうからも言わせていただきます。 

（「分かりました。了解です」の声あり） 

○坂倉広子委員長 よろしいですか、はい。 

  ほかにないようですので、お諮りいたします。 

  議案の取扱いについては、事務局長の説明のとおり取り扱うに賛成の委員は起立を願います。 

（起 立 全 員） 

○坂倉広子委員長 起立全員であります。 

  よって、議案の取扱いについてはそのように決定いたします。 

  続きまして、追加議案の上程等について、事務局長より説明をいたさせます。 

○清水事務局長 それでは、追加議案の上程とその取扱いについてご説明させていただきます。 

  ３月２６日の追加議案は、議案第８６号から議案第９０号までの５議案でございまして、令和２年度の鳥羽

市一般会計補正予算、国民健康保険事業特別会計補正予算、定期航路事業特別会計補正予算、特定環境保全公

共下水道事業特別会計補正予算、後期高齢者医療特別会計補正予算の５議案でございます。 

  この５議案は、予算決算常任委員会へ付託し、即日表決して散会となります。 

  このことにつきましては、３月１８日の予算決算常任委員会終了後、議会運営委員会の開催を予定しており

ますので、その折に再度ご説明させていただきます。 

  ３月３１日の本会議の開催につきましては、鳥羽市市税条例等の日切れ法案に関するもので、例年における

国会での決定を待っての条例の一部改正議案で、議案第９１号、鳥羽市市税条例の一部改正についてと、議案

第９２号、鳥羽市都市計画税条例の一部改正についての２議案の上程を予定しています。 

  このことにつきましても、３月２６日の本会議終了後、議会運営委員会の開催を予定しておりますので、そ

の折に再度ご説明をさせていただきます。 
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  以上でございます。よろしくご審査のほどお願いいたします。 

○坂倉広子委員長 事務局長の説明は終わりました。 

  このことについて、御質問はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○坂倉広子委員長 ないようですので、お諮りいたします。 

  追加議案等の取扱いについては、事務局長の説明のとおり取り扱うに賛成の委員は起立を願います。 

（起 立 全 員） 

○坂倉広子委員長 起立全員であります。 

  よって、追加議案の取扱いについてはそのように決定いたします。 

  ご協力いただくことは以上です。 

  委員の皆様から何かございましたら、ご発言を願います。ないですか。 

（「なし」の声あり） 

○坂倉広子委員長 ないようですので、これをもちまして議会運営委員会を散会いたします。ありがとうござい

ました。 

（午前１０時２９分 散会） 

─────────────── 
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